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特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を
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特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

（特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正）

第１条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和３１年９月三宅町条例

第４６号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項中「１００分の１２５」を「６月に支給する場合には１００分の１２５、１２月に支給する

場合には１００分の１２７．５」に、「６月に支給する場合においては１００分の１６５、１２月に支給

する場合においては１００分の１８０」を「１００分の１８５」に改める。

第２条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和３１年９月三宅町条例

第４６号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項中「６月に支給する場合には１００分の１２５、１２月に支給する場合には１００分の

１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に、「１００分の１８５」を「６月に支給する場合には１００分の１６

７．５、１２月に支給する場合には１００分の１８２．５」に改める。

附 則

（施行期日等）

第１条 この条例は、公布の日から施行し、令和７年１２月１日から適用する。ただし、第２条の規

定は、令和８年４月１日から適用する。

（報酬等の内払）

第２条 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給され

た報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
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